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各 部 隊 の 長  
各 機 関 の 長  
 

海 上 幕 僚 長       
 

管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿の様式につい 
て（通達） 

 
標記について、 下記のとおり定め、平成７年４月１日から実施する。 

 
記 

 
１ 管理職員特別勤務実績簿 

別紙様式第１のとおり。 
 
２ 管理職員特別勤務手当整理簿 

別紙様式第２のとおり。 
 
 
 
添付書類：別紙様式第１・別紙様式第２ 

殿 



    別
紙
様
式
第
１

 

管
 
  
理

 
  
職

 
  
員

  
 
特

  
 
別

  
 
勤

 
  
務

 
  
実

 
  
績

 
  
簿

 

(令
和

 
 
 
 
 
年
分
）

 

備
考
：１

 
勤
務
状
況
管
理
者
又
は
作
成
単
位
の
長
と
は
、
海
上
自
衛
隊
の
給
与
簿
、
出
勤
簿
及
び
給
与
支
給
明
細
書
の
様
式
等
に
関
す
る
達
（昭

和
3
8年

海
上
自
衛
隊
達
第

3
7号

）第
５
条
の
「勤

務
状
況
管
理
者
」
又
は
「
作
成
単
位
の
長
」を

い
う
。

 

２
 休

養
日
等
と
は
、
自
衛
隊
法
施
行
規
則
（昭

和
２
９
年
総
理
府
令
第
４
０
号
）第

４
３
条
第
２
項
及
び
第
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
休
養
日
、
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
休
日
並
び
に
同
規
則
第
４
９
条
第
１
項
第
１
６
号
に
規
定
す
る
年
末
及
び
年
始
の
特
別

 

休
暇
を
い
う
。

 

３
 
第
１
項
の
勤
務
と
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
９
５
号
）
第
１
９
条
の
３
第
１
項
の
勤
務
を
い
い
、
第
２
項
の
勤
務
と
は
、
同
条
第
２
項
の
勤
務
を
い
う
。

 

４
 
代
日
休
養
と
は
、
自
衛
官
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和

3
7
年
防
衛
庁
訓
令
第

65
号
）第

11
条
の
「代

日
休
養
」を

い
う
。

 

５
 
休
養
日
の
振
替
え
又
は
半
日
勤
務
時
間
の
割
り
振
り
変
更
と
は
、
自
衛
官
以
外
の
隊
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
に
関
す
る
訓
令
（昭

和
3
7年

防
衛
庁
訓
令
第

43
号
）第

２
条
の
２
第
３
項
の
「
休
養
日
の
振
替
え
」又

は
「半

日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」

 

を
い
う
。

 

注
：
１

 
勤
務
状
況
管
理
者
が
記
入
す
る
こ
と
。

 

２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、

A
４
判
と
す
る
。

 

勤
務
年
月

 日
 
 

（「
休
養
日
等
」
 
 

又
は
、
「休

養
日

 
 

等
以
外
の
日
」
 
 

の
別
を
含
む
。
）
 

 

  
俸
給
の

 
 

特
別
調

 
 

整
額
の

 
 

区
 
 
 
 分

 
 

  
  

  
  

  
休
憩
等

 
 

の
時
間

 
 

実
 
 
 働

 
 

時
間
数

 
 

代
日
休
養
又
は
休
養
日
の

 
 

振
替
え
若
し
く
は
半
日
勤

 
 

務
時
間
の
割
り
振
り
変
更

 
 

が
行
え
な
か
っ
た
理
由
等

 
 

 
 

確
 
 
 認

 
  
欄

 

勤
 
 
 
 
務

 
 
 
 の

 
 
 
 
 
内

 
 
 
 

容
 
 

（「
第
１
項
の
勤
務
」
又
は
、

 「
第

 
 

２
項
の
勤
務
」
の
別
を
含
む
。
）
 

 

勤
務
す
る
こ
と
が
必
要

 
 

で
あ
っ
た
理
由

 
 

勤
 
 
 
 務

 
 
 
 
の

 
 

開
始
時
刻
・勤

 
 

務
の
終
了
時
刻

 
 

そ
の
他
参
考

 
 

と
な
る
事
項

 
 

 
 

  
  

 
 

官
職

 
階
級

 
氏

 
 
 名

 
勤
務
状
況

 
 

管
理
者

 
 

作
成
単
位

 
 

の
 
 
 
 
 
 

長
 

 

部
隊
等

 
 

の
 
 
 
 
 
 

長
 

 

本
人

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第２ 

管理職員特別勤務手当整理簿 

 

備考： １ 勤務状況管理者とは、海上自衛隊の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式等に関する 

達（昭和38年海上自衛隊達第37号）第５条第２項の「勤務状況管理者」をいう。 

２ 「６時間超」とは、実働時間が６時間を超えた場合をいう。 

３ 第１項の勤務とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１９条の３ 

第１項の勤務をいい、第２項の勤務とは、 同条第２項の勤務をいう。 

注：１管理職員特別勤務実績簿に基づき、勤務状況管理者が記入すること。 

２「用紙の大きさは、A４判とする。 

部    隊    等    名 官         職 階級等 氏      名 

俸給の特別  
調整額の区分 
 

          

  勤   務   回  数 

第１項の勤務 

 

 

第２項  

の勤務 

 

      

給与期間 第１項の勤務 第２項 

の勤務 

管理職員特別  
勤務手当の額 
 

勤務状況  
管理者の確認 
 

備     考 

６時間超 ６時間以下 

年  1  月 回 回 回 円 
    

年  2  月 回 回 回 円 
    

年  3  月 回 回 回 円 
    

年  4  月 回 回 回 円 
    

年  5  月 回 回 回 円 
    

年  6  月 回 回 回 円 
    

年  ７  月 回 回 回 円 
  

年  8  月 回 回 回 円 
    

年  9  月 回 回 回 円 
    

年  10月 回 回 回 円 
    

年  11月 回 回 回 円 
    

年  12月 回 回 回 円 
    


